
 

 

 

 

 

 

 

繰り返し道路法（車両制限令）重量超過車両等について      

9 月に引き続き、10/11、西日本高速道路㈱において、繰り返し

道路法（車両制限令）に違反した者に対する是正指導内容が公表

されております。車両総重量の一般的制限値 25.00ｔを大きく超

過する 51.50ｔの大型トレーラを通行させていたという事で、極

めて悪質な違反として高速道路交通警察隊に告発を行いました。

といった内容でした。車両制限令を受けた場合には、速やかに当

組合にもご連絡を頂きますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車載器エラーコードについて         

車載器の表示エラーコードが詳しく掲載されております。 

ETC カードは熱に弱いことも掲載されております。当組合でも

夏には、磁気不良の申請が多い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご利用のない ETCカードについて 

現在ご利用のないコーポレートカード/マイレージカ

ードについて、状況確認（紛失等）も含め、ご返却また

は、カードの切替の提案をさせていただいております。 

また、車両入替により新カードが発行されたにも関

わらず、入替旧カードをご利用の場合、割引停止等も

ありますので、速やかにご返却をお願いいたします。

コーポレートカードにつきましては、月末をもって申

請等の締め切りがありますので、11 月 2７日（水）に

は、当組合に返却いただきますようお願いいたします。  

 

関越自動車道「小出 IC」の表示について 

11 月 1 日より小出 IC が魚沼 IC に変わります。

10/16～10/31 の明細については、利用 IC（自）と

利用 IC（至）の表示が「小出」→「小出／魚沼」に変更

となります。また 12月頃より、「小出／魚沼」→「魚沼」

へ表示が変更されるとのことです。 
 

労基情報      

～11月は「過労死等防止啓発月間」です～ 

 
 
 
 
 
 

 
厚生労働省では、11 月を「過労死等防止啓発月

間」と定め、過労死等をなくすため「過重労働解消

キャンペーン」を実施します。 

月間中は、「過重労働解消キャンペーン」として、

長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向

けた重点監督や、一般の方からの労働相談を無料

で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」の実施

などの取組みを行います。 

 事業者の皆様におかれましては、労働時間の適

正な把握と長時間労働の削減、ワークライフバラン

スの取れた働き方が可能となる職場環境づくり、メ

ンタルヘルス対策の推進などにご協力をお願いし

ます。 

※過労死等防止に関する 
特設サイトはこちら 

   
 
 
 
 
 

【雑感】アメリカ大統領選。トランプ氏が再選され、民主

党から共和党に変わり、関税/防衛費/移民問題その他、

これから世界が大きく変わるかもしれない。 
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お問い合わせは倉敷労働基準監督署 

TEL：086-422-8177まで 

 

 


